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「第53回宮城県ブラックアンドホワイトショウ」（みやぎ総合家畜市場　平成30年６月23日）



平成30年度畜産業振興事業について
宮城県農林水産部畜産課

畜産業振興事業は、「独立行政法人農畜産業振興機構法」に基づき、畜産振興について多岐にわたる事業を
農畜産業振興機構が実施しているものです。
機構から補助を受けるのは、公募により選ばれた全国団体がほとんどですが、県域団体を通じて農協や畜
産経営者も間接的に補助を受けることが可能です。
今年度も引き続き実施される事業や拡充された事業について紹介します。

事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

肉用牛肥育経営安定特別
対策事業

97,726百万円

粗収益が生産コストを
下回った場合に、差額の
一部を補塡することによ
り、肉用牛肥育経営の安
定を図る。

補助率（定額、3/4以内）

粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差
額の９割（※）を補塡金として交付する。また、一部の県において地
域算定を実施する。
（1）積立割合　生産者：国＝１：３
（2）事業実施期間　平成28〜30年度（３年間）
（3）補塡金　１頭当たりの粗収益と生産コストの差額の９割
（4）対象品種　肉専用種、交雑種、乳用種（３区分）
（5）対象者　肥育牛生産者
※子牛価格の高騰により、肉用牛肥育経営の収支が大幅に悪化するこ
とが見込まれる状況にあるため、平成30年度の単年度措置として補
塡率を９割にして実施。

養豚経営安定対策事業

9,966百万円

養豚経営の収益性が悪
化した場合に、粗収益と
生産コストの差額の一部
を補塡することにより、
養豚経営の安定を図る。

補助率（定額、1/2以内）

四半期毎に粗収益と生産コストを算定（※）し、粗収益が生産コス
トを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補塡金と
して交付する。
（※）四半期終了時に計算（前の四半期に発動がなかった場合は通算）
（1）積立割合　生産者：国＝１：１
（2）事業実施期間　平成30〜32年度（３年間）
（3）補塡金　１頭当たりの粗収益と生産コストの差額の８割
（4）対象者　肉豚生産者（耕畜連携、エコフィードの活用等の取組に
努めようとする者）

酪農経営支援総合対策事
業（拡充）

4,378百万円

我が国の酪農は、高齢
化等により酪農家戸数や
飼養頭数が減少し、後継
牛不足も深刻化するなど
生産基盤の弱体化が進行
している。このため、生
産者集団等が行う地域の
創意工夫を生かした取組
を支援し、担い手や乳用
後継牛を確保していくと
ともに、経営の多角化・
高度化を推し進めること
により、地域の実情に
応じた酪農生産基盤の維
持・強化を図る。

補助率
（定額、2/3、1/2、1/3以内）

（1）乳用後継牛の緊急的な確保
後継牛の育成等のための簡易畜舎整備、機器導入、育成牛の事

故率低減（ワクチン１千円／頭）、供用期間の延長支援（肢蹄保護、
乳房炎防止、48ヶ月以上１千円／頭）、後継者への経営基盤強化（初
妊牛導入５万円／頭）、暑熱ストレスの軽減、乳用牛の地域内継承・
育成牛の地域内流通促進（奨励金３万２千円／頭）等を支援する。

（2）生乳流通体制の合理化の推進
生乳流通コストの生産者負担を軽減するため、生乳生産者団体

が行う「生乳流通合理化計画」、緊急時の「搾乳継続計画」の検
討・作成、生乳流通関係機器のリース導入、非常用電源・乳温記
録システムの整備、貯乳施設の減容化・補改修、乳代精算方法の
効率化等の取組を支援する。

（3）生乳需要基盤の確保の推進
国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者等への

酪農理解醸成活動、乳和食等の新たな利用場面の普及や牛乳乳製
品の価値訴求、生産者自らが製造する牛乳乳製品の需要拡大のた
めの技術研修や販路拡大等の取組を推進する。

（4）酪農ヘルパーの利用拡大
酪農ヘルパーの職業認知度向上や学生インターンシップの受

入、酪農ヘルパーの研修、資格取得等の人材確保・育成、傷病時
等の利用料金を軽減するための互助基金制度及び広域利用調整や
経営改善等のヘルパー利用組合強化の取組を支援する。

（5）女性・リタイア世代等の就農・定着等の推進
酪農家の労働負荷軽減や新たな担い手確保のため、省力化機械

等の利用実態調査、女性・リタイア世代等の受入体制構築や就農
促進、経営高度化の推進等の取組を支援する。

（6）乳用牛の計画的な改良・増殖の推進
牛群検定組合等が行う遺伝情報（SNP）データの収集等の取
組、牛群検定に加入する都府県の酪農家が優良な乳用牛を導入す
る取組（遺伝情報（SNP）有等：５万円／頭、遺伝情報（SNP）
無：４万円／頭）、乳用牛を広域的に預託する取組（奨励金：最大
６万９千円／頭）、乳用牛の飼養管理に係る技術指導等を支援する。

肉用牛経営安定対策補完
事業（拡充）

3,521百万円

肉用牛生産は中山間地域
や離島等の基幹的な農業部
門のひとつとして、地域経
済の活性化に重要な役割を
果たしてきたが、小規模・
高齢者層を中心とした生産
者の離脱等から生産基盤の

（1）肉用牛生産基盤強化対策
①優良な繁殖雌牛の増頭による中核的な経営体の育成を支援する。
　増頭奨励金は、８万円／頭と10万円／頭（能力の高い牛）。
②遺伝的多様性に配慮した繁殖雌牛の導入を支援する。導入奨励
金は、６万円／頭と９万円／頭（希少系統）。

③繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備に対して支援を行う。
④肉用牛ヘルパーの推進を支援する。
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事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

脆弱化が危惧されている。
このため、繁殖雌牛の増
頭の取組や遺伝的多様性
に配慮した繁殖雌牛の確
保、交雑種雌牛を活用し
た和子牛生産（一産取り肥
育）の普及・定着、担い手
の育成等を支援することに
より、生産基盤の強化を図
る。
補助率（定額、1/2以内等）

⑤多様な担い手の育成を支援する。
⑥特定地域における肉用牛の処理を支援する。
⑦一産取り肥育の普及・定着に向けて、飼養管理マニュアル作成、
一産取り肥育の事例調査・現地研修の取組を支援する。

（2）肉用子牛流通等対策
①肉用牛流通促進対策
　　家畜商組合等が行う肉用子牛等の流通の円滑化を図るための
預託の取組を支援する。

②肉用牛導入支援
　　家畜商組合等が行う肉用牛預託を促進するための資金調達等
を支援する。

畜産特別支援資金融通
事業

1,079百万円

負債の償還に支障を来
している経営や家畜伝染
病発生による深刻な影響
を受けた経営に対する低
利資金の円滑な融通を支
援する。
また、多額の資金を必

要とする畜産経営の円滑
な資金調達に資するため
に、動産担保融資の導入
に向けた環境整備を支援
する。

（1）畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資金）
負債の償還が困難な畜産経営に対し、長期・低利の借換資金を

融通するとともに、経営改善指導及び債務保証に対する支援を行う。
○貸付条件（利率は平成30年５月31日現在）

経営改善資金 経営継承
資金一般 特認 残高借換

償還期限 大家畜 15年以内 25年以内
養　豚 ７年以内 15年以内

うち据置期間 ３年以内 ５年以内
貸付利率 0.30％以内

注：残高借換を行うことができるのは平成34年度のみ。
○融資枠（平成30〜34年度）　500億円（大家畜450億円、養豚50億円）
○融資機関　農協、農協連、農林中央金庫

（2）家畜疾病経営維持資金
口蹄疫等の家畜伝染病発生により深刻な影響を受けた畜産経営

に対し、経営再開等に必要な低利資金を融通。
○貸付条件（利率は平成30年５月31日現在）

経営再開資金 経営継続資金 経営維持資金

貸付限度額 個人：2,000万円
法人：8,000万円

（１頭当たり、100羽当
たり）乳用牛13万円、
肥育牛13万円、繁殖用
雌牛65千円、肥育豚13
千円、繁殖豚26千円、
家きん52千円、繁殖用
めん羊及び山羊13千円

（100羽当たり）
家きん
52千円

償還期限 ５年以内 ３年以内
据置期間 ２年以内 １年以内
貸付利率 0.08％以内 0.08％以内

○融資枠（平成29〜33年度）　50億円
○融資機関　農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

（3）畜産動産担保融資導入推進事業
畜産動産担保融資を利用できる環境整備を進めるため、課題等

の検討及びモデル実証事業等の取組みについて支援を行う。
○事業実施期間：平成29〜31年度

酪農労働省力化推進施設等
緊急整備対策事業（新規）
（楽酪ＧＯ事業）

5,000百万円

酪農家による省力化機
械装置の導入と一体的な
施設の整備に対する支援
や、複数の酪農家が搾乳
作業等をまとまって省力
的に実施するための集合
搾乳施設の整備等を緊急
対策として支援すること
で、働き方改革の実現の
一層の加速化を図る。

補助率（定額、1/2以内）

地域の酪農家等、酪農関係者が参画する協議会において、労働負担
軽減や集合搾乳施設整備を図る計画が策定された場合、当該計画の実
現のため、以下の取組を支援する。

（1）省力化機械装置の導入と一体的な施設の整備
酪農を営む者に対し、その実情に応じた労働負担軽減に資する

省力化機械装置の導入と一体的な施設の整備を支援する。
（2）集合搾乳施設の整備

複数戸の酪農家が協業し、搾乳作業などの作業を集中管理する
モデル的な集合搾乳施設の設置を支援する。

なお、酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（楽酪ＧＯ事業）
は、酪農経営体生産性向上緊急対策事業（楽酪事業）と一体的に取り
組むこととしている。

（1）労働負担軽減・省力化等に資する機械装置の導入支援
酪農を営む者に対し、その実情に応じた労働負担軽減・省力化

及び飼養管理技術の高度化に資する機械装置の導入を支援します。
（2）乳用後継牛預託施設の機器整備等の支援

乳用後継牛の育成を担う預託施設に対し、乳用後継牛の受入体
制を強化するため、預託施設の機器整備等を支援します。

※１　平成30年度畜産業振興事業の概要　https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000092.html
　　　農林水産省ＨＰ　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp
※２　下線部は平成30年から拡充、変更されたもの
･ （企画管理班　浅野佑太）
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平成30年度宮城県畜産協会事業の概要について
一般社団法人　宮城県畜産協会

本県の畜産は、畜産物の高値や需要に支えられ、
農業産出額の42％を占め、農業部門の第一位となっ
ています。さらに安全で良質な畜産物を消費者に供
給し、畜産主産県としての地位を確立して、農業の
基幹作物としての重要な役割を果たしております。
一方、TPP11及び日EU・EPAの交渉妥結など、
貿易自由化の圧力が増す中、担い手の高齢化、後継
者不足など、生産基盤の弱体化に歯止めがかからな
い状況となっております。
本会としては、このような現状を踏まえ、畜産経営基

盤の体質強化と経営支援指導、価格安定対策、家畜衛
生対策、家畜改良対策並びに消費拡大対策等の事業に
積極的に取り組んでまいりますので、県並びに関係各
位のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Ⅰ．畜産経営支援対策事業
１．畜産経営技術高度化促進事業
畜産をめぐる情勢の変化に対応し、経営感覚に優

れた生産性の高い畜産経営体の育成強化を図るた
め、畜産経営診断の支援、畜産経営情報のデータベー
ス化、畜産経営セミナー・研修会等の諸事業を実施
し、経営実態に即した総合的な支援指導を実施する。

２．畜産特別資金等推進指導事業
大家畜・養豚特別支援資金借受者の経営改善の

ため、支援協議会の開催、経営改善計画の作成・
見直し等の指導を実施する。

３．畜産機械施設貸付調査指導事業
畜産近代化リース協会より貸付された機械施設

等の借受者を対象に、適性かつ効率的な利用を図
るため調査指導及び新規開拓調査を実施する。

４．公庫資金活用推進事業（農業経営サポート調査）
日本政策金融公庫資金の借入を希望、または借

入れた県内の農業経営体を対象に、経営作成支援
及び経営フォロー等を実施し、経営安定を図るた
めの助言指導等を実施する。

５．肉用牛経営安定対策補完事業
肉用牛生産基盤の強化を図るため、繁殖雌牛の

増頭、優良繁殖雌牛の導入、簡易畜舎等の整備を
行う生産集団及び肉用牛ヘルパー組織に対して補
助し、肉用牛の振興発展に資する。

６．養豚経営安定対策事業
養豚事業者等を対象とした事業の説明会並びに

勉強会等を開催し、事業の円滑な推進を図る。
７．みやぎの子牛生産基盤復興支援事業
肉用牛の増頭を推進するため、啓発資材作成、

相談窓口の設置及び講習会等を開催する。
８．畜産経営における女性の活躍推進（畜産女性経営者育成強化事業）
地域における畜産女性経営者の育成を図るた

め、新たな担い手となる畜産女性を対象に経営者
育成研修会等の取り組みを実施し、女性参画の拡
大と地位向上を図る。

９．畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）
畜産クラスター事業の機械導入事業の円滑な推進

を図るため、畜産クラスター協議会等を対象に事業説
明会及び事業参加要望書等の取りまとめを実施する。

10．酪農経営体生産性向上緊急対策事業（労働負担軽減事業）
酪農経営体生産性向上緊急対策事業（通称：楽酪
事業）の労働負担軽減事業（機械導入事業）の円滑
な推進を図るため、楽酪応援会議等を対象に事業説
明会及び事業参加要望書等の取りまとめを実施する。

11．酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（労働負担軽減事業）
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（通
称：楽酪ＧＯ事業）の省力化機械導入事業及び施設
整備事業の円滑な推進を図るため、楽酪応援会議等
を対象に事業説明会及び事業参加要望書等の取りま
とめを実施する。

Ⅱ．家畜衛生対策事業
１．特定疾病自衛防疫事業推進事業
伝染性疾病に対する予防接種を実施し、疾病発
生による損耗防止に努める。

２．自衛防疫推進事業
自衛防疫事業を円滑に推進するため、推進会議並
びに各地域指定獣医師定例会を開催し、家畜衛生に
関する知識の普及並びに情報の収集と伝達に努める。

３．家畜生産農場清浄化支援対策事業
生産農場における牛ヨーネ病の防疫対策、牛白
血病の清浄化対策、牛ウイルス性下痢・粘膜病及
び牛アカバネ病の発生・流行防止対策を推進し、
これら疾病による家畜の損耗防止を図る。

４．育成馬予防接種推進事業
馬飼養形態の集団化、大規模化及び頻繁な移動
等の実態を踏まえ、競馬場入厩前の育成馬につい
て予防接種（日本脳炎・破傷風・馬インフルエン
ザ）の徹底を図る。

５．馬伝染性疾病防疫推進対策事業
競走馬以外の乗用馬等に対する馬インフルエン
ザワクチン接種及び繁殖牝馬に対する馬鼻肺炎ワ
クチン接種を推進することにより生産段階の効率
的な馬防疫措置を図る。

６．地域自衛防疫取組促進対策事業
地域での伝染病発生時の対応等を支援するた
め、畜産農家での初動防疫活動、防疫演習等の実
施、家畜防疫体制の強化を図り、伝染性疾病の発
生予防等防疫措置の徹底に努める。

７．農場HACCP認証地域取組推進強化事業
県内における農場HACCP認証に取り組む農場に
対し、専門家による構築指導を行い、農場HACCP
取組の中核となる農家を育成し、普及推進を図る。

８．家畜防疫互助基金支援事業
口蹄疫や豚コレラ等の海外伝染病が発生した場
合、飼養する家畜の淘汰に伴う損失を、生産者に
よる自主的な互助制度により畜産経営への影響を
緩和するため、各関係者と連携を図り、制度の普
及啓蒙を図る。

９．牛疾病検査円滑化推進対策事業（旧事業名：死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業）
牛海綿状脳症（BSE）を早期に根絶し、生産者
や消費者の安心と信頼を回復するため、牛海綿状
脳症対策特別措置法に基づき、48ヵ月齢以上の死
亡牛全頭検査を実施した死亡牛の所有者等に対
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し、適正な管理・輸送・処理に係る経費を補助し、
BSE検査の円滑な推進に努める。

10．畜産物衛生環境整備円滑化事業
死亡家畜の処理を円滑かつ効率的に流通させる

ため、一時保管する冷却保管施設及び冷凍運搬車
の利用について、死亡牛輸送業者及び関係者と協
議し、家畜疾病のまん延等家畜衛生上の問題発生
を未然に防止し、家畜飼養衛生環境の保全を図る。

11．畜産GAP拡大推進加速化事業
日本版畜産GAPの認証取得推進を図るため、

農場指導に取り組む指導員育成や生産現場におけ
る研修会を開催する。

12．生乳取扱者研修事業
生乳取扱者の生乳等に関する知識及び総合的検査
技術の向上と県内統一した基準に基づく生乳の検査、
衛生的取扱の適正化を推進するため、認定講習会並
びに研修会を開催し生乳品質の改善向上を図る。

13．獣医師養成確保修学資金貸与事業
獣医学を専攻する学生のうち産業動物獣医師を

志す者に対し、獣医師養成確保修学資金を給し有
能な産業動物獣医師の養成及び確保を図り、宮城
県産業動物の診療体制の整備と畜産振興に資する。

Ⅲ．家畜価格安定対策事業
１．肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用

牛生産の存立を確保するため、肉用子牛の生産者
に対して、一定の条件の下、生産者補給金を交付
し、肉用子牛生産経営の安定を図る。

２．肉用牛繁殖経営支援事業
肉用子牛生産者補給金制度を補完し、発動基準

を下回った額の３／４を支援交付金として交付

し、繁殖経営の所得を確保し、肉用牛繁殖経営基
盤の安定を図る。

３．肉用牛肥育経営安定特別対策事業
農畜産業振興機構及び生産者により「肉用牛肥
育経営安定特別基金」を造成し、毎月の肥育牛１
頭当たりの粗収益が生産コストを下回った場合に
差額の９割を補てんすることにより経営の安定と
肉用牛生産基盤の維持拡大に資する。

４．肉牛事故共助推進事業
全農宮城県本部が販売する肉畜に発生する事故
に対し、その損害を補償し肉牛事業の安定を図る。

Ⅳ．家畜改良事業
１．宮城県総合畜産共進会の開催
家畜の改良と飼養管理技術の向上を図るため、
３品種（乳牛、肉牛、肉豚）を対象に総合畜産共
進会を開催すると共に、消費者に対し畜産の知識
啓発を図る。

２．家畜人工授精用精液流通調整事業
本県の家畜改良を円滑に推進するため、県内７
カ所にサブセンターを設け、優良種雄牛を主体と
した凍結精液及び液体窒素の供給を行うととも
に、適正使用、計画交配を指導し、家畜改良の推
進と畜産経営の安定と発展に資する。

３．種豚登録関連事業
登録関連制度の重要性を啓蒙し、質的向上を重点

に登録対象豚の選抜及び適正な登録事業を推進し、
経済性の高い高能力豚の確保と種豚の改良に資する。

４．乳用牛群検定普及定着化事業
牛群検定農家の巡回指導を実施するとともに、
非検定農家の加入推進を図る。

（総務課　大場静子）

一般社団法人宮城県畜産協会　新役員のお知らせ
去る６月28日開催の第63回通常総会並びに同日開催の理事会において役員の改選が行われ、以下のとおり
就任いたしましたのでお知らせいたします。

職　　名 氏　　名 所　属
1 会　　長 高　橋　　　正 宮城県農業協同組合中央会　会長
2 副 会 長 高　橋　久　則 宮城県農林水産部　次長
3 常務理事 山　田　文　彦 学識経験者
4 理　　事 保　科　郷　雄 丸森町　町長
5 理　　事 田　中　　　學 大郷町　町長
6 理　　事 大　友　良　彦 全国農業協同組合連合会宮城県本部　本部長
7 理　　事 寺　田　守　彦 （公社）みやぎ農業振興公社　理事長
8 理　　事 末　永　　　朗 （公社）宮城県獣医師会　会長
9 理　　事 田　中　智　之 宮城県牛乳協会　会長
10 理　　事 伊　藤　一　成 みやぎの酪農農業協同組合　代表理事組合長
11 理　　事 榊　原　　　勇 みやぎ登米農業協同組合　代表理事組合長
12 理　　事 大　坪　輝　夫 みどりの農業協同組合　代表理事組合長
13 理　　事 吉　尾　三　郎 栗っこ農業協同組合　代表理事組合長
14 理　　事 松　川　孝　行 いしのまき農業協同組合　代表理事組合長
1 監　　事 佐　藤　　　敬 宮城県農業共済組合　組合長理事
2 監　　事 浅　野　　　清 みやぎ仙南農業協同組合　代表理事組合長
3 監　　事 横　山　亮　一 ㈱宮城県食肉流通公社　代表取締役社長
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水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8
月
9
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）８・９月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・8/5（日）第32回ひまわり賞（オークス）  ・8/12（日）第19回若鮎賞  ・8/15（水）第23回クラスターカップ、第41回桂樹杯
・8/26（日）第44回ビューチフルドリーマーカップ  ・9/2（日）第36回ビギナーズカップ  ・9/9（日）第26回青藍賞  ・9/15（土）第６回イーハトーブマイル
・9/16（日）第20回ジュニアグランプリ  ・9/22（土）第６回ヴィーナススプリント  ・9/23（日）第20回岩手県知事杯OROカップ

水　沢盛岡 盛　岡 水　沢盛　岡

水　沢水　沢 盛　岡 盛　岡 盛　岡

石巻市畜産クラスター協議会の取り組みについて
石巻市畜産クラスター協議会

１．協議会設立の経緯
近年の畜産を巡る情勢は農家戸数の減少が続き、労働力の確保も困難になってきており、畜産の生産基盤
の強化は喫緊の課題となっています。このため、畜産農家と地域の畜産関係者が一体となり、連携・結集す
ることにより地域の畜産の収益性の向上を図るため「石巻市畜産クラスター協議会」を設立しました。

２．取組内容
石巻市畜産クラスター協議会では「飼養規模の拡大と飼養管理の改善」を重点テーマとし、下記の内容に
取り組んでいます。

主な取組内容 取組の効果
①受精卵移植技術を活用した優良子牛生産
・受精卵移植の地域供給拠点を整備
・飼養管理を改善し規模拡大

地域の優良子牛生産の効率化と規模拡大

②飼養管理技術の実践と情報提供
・･ＥＴ技術や発情発見通報システムなど飼養管理
技術や地域のモデルとなる経営情報を提供

地域内耕畜連携により自給飼料利用の拡大と耕種部
門へ堆肥供給を拡充

③自給飼料利用の拡大
・･地域内耕畜連携により自給飼料利用の拡大と耕
種部門へ堆肥供給を拡充

耕種部門と地域連携して、自給飼料の拡大と資源循
環型の生産を強化

３．施設整備事業の内容
これまでに、Ａ経営体が施設整備事業を活用し畜舎等の整備を行い現在稼働しています。
中心的経営体 活用事業 内容・規模 事業費（円） 補助金（円） 完了年月

Ａ 施設整備事業 牛舎増改築１棟、堆肥舎１棟　他
2,209㎡　310頭飼養可能 78,732,000 28,291,000 H30.01.31

４．今後の課題と取り組み
石巻地域に限らず、全国的に後継者不足と担い手の高齢化による畜産農家の減少が進んでいます。地域内
受精卵供給拠点を整備することで地域の優良子牛生産に寄与し、規模拡大による耕種農家との連携強化を図
り、飼養管理技術の改善により地域の畜産生産基盤が強化されるよう取り組んでいきたいと考えています。
･ （佐々木宏）
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第53回宮城県ブラックアンドホワイトショウ受賞結果
宮城県ホルスタイン改良同志会

【グランドチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
未経産 402 エイトロール･GC･ドアマン･ピアレス 加美町 千葉　義文

経産 906 ◎ドリームヒル･20360･ゴウ 丸森町 ㈲半澤牧場

【リザーブグランドチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
未経産 307 インサイドベイ･チツプ･センセーシヨン 東松島市 内海　一善

経産 801 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　楓

【シニアチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
9 906 ◎ドリームヒル･20360･ゴウ 丸森町 ㈲半澤牧場

【リザーブシニアチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
10 1003 ◎ウツデイランド･メルクレスト･ルーベン･モエ 角田市 ㈲渡辺ファーム

【インターミディエイトチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
8 801 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　楓

【リザーブインターミディエイトチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
6 603 ◎ウツデイランド･ペツシエ･セレナ 角田市 ㈲渡辺ファーム

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

1
110 ウツデイランド･ツリー･ウエード 角田市 ㈲渡辺ファーム
108 アイスヴイレツジ･アテイツク･アリス 栗原市 ㈲小山牧場

2
202 ブラメリア･エボニー･スギ 名取市 宮城県農業高等学校
201 スイートフアーム･JK･イバンカ 登米市 鈴木　貴博

3
307 インサイドベイ･チツプ･センセーシヨン 東松島市 内海　一善
302 リトルアイランド･モントレー･ソフイー 蔵王町 小島　一也

4
402 エイトロール･GC･ドアマン･ピアレス 加美町 千葉　義文
405 ミヤノウ･エステンプター･イツキ･ラヴリツチ 名取市 宮城県農業高等学校

5
501 イチジヨウフアーム･セジス･ゴールド･クラツシユ 丸森町 一條　　薫
503 スイートフアーム･ライン･メイ 登米市 鈴木　貴博

6
603 ◎ウツデイランド･ペツシエ･セレナ 角田市 ㈲渡辺ファーム
602 エイトロール･ブロカウ･セルリアン 大崎市 八巻　　楓

7
702 ◎グンミヒル･HF･ブラツクス･セルシー 丸森町 菊地　武士
704 YNS･ブロカウ･エース 加美町 千葉　義文

8
801 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　楓
806 ブラメリア･エドモン･ハーツ 丸森町 ㈲半澤牧場

9
906 ◎ドリームヒル･20360･ゴウ 丸森町 ㈲半澤牧場
901 グンミヒル･デイストライ･スタンレイ 丸森町 菊地　武士

10
1003 ◎ウツデイランド･メルクレスト･ルーベン･モエ 角田市 ㈲渡辺ファーム
1002 イチジヨウフアーム･デイストライ･サブラ 丸森町 一條　　薫

＊名号の前に◎がついているものはベストアダーとなります。

（事務局：（一社）宮城県畜産協会家畜改良課）

平成30年度宮城県総合畜産共進会開催のお知らせ
一般社団法人　宮城県畜産協会

農林水産祭参加･平成30年度宮城県総合畜産共進会を以下の日程により畜種別に開催いたすこととなりまし
たので、多数ご来場いただきますようご案内いたします。

１　肉豚の部
　○･会　　期　　平成30年９月５日（水）〜７日（金）
　○･場　　所　　㈱宮城県食肉流通公社（登米市）
　○･枝肉展示及び褒賞授与
　　　　　　　　９月７日（金）　午前10：30〜

２　肉用牛の部
　○･会　　期　　平成30年９月14日（金）〜15日（土）
　○･場　　所　　･みやぎ総合家畜市場（美里町）
　○･一般参観　　･９月15日（土）　午前９：30〜

３　乳用牛の部
　○･会　　期　　･平成30年９月25日（火）
　○･場　　所　　･みやぎ総合家畜市場（美里町）
　○･一般参観　　･９月25日（火）　午前９：30〜

（経営支援課　伊藤利樹）

平成30年６月23日（土）みやぎ総合家畜市場において開催し、オールジャパンブリーダーズサービス㈱前田
直樹氏により59頭の出品牛について審査が行われ、盛会裡に終了することができました。開催にあたり多大
なるご協力を賜りました関係各位に心よりお礼申し上げます。
なお、上位入賞牛は下表のとおりです。
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平成30年度 
家畜体内受精卵移植講習会について

宮城県農林水産部畜産課

宮城県では、家畜体内受精卵移植講習会を５年に
１回程度開催しており、平成24年度に開催してから
６年ぶりの開催となります。受講を希望される方
は、８月28日（火）までに必要書類を添えて、各家
畜保健衛生所、栗原地域事務所畜産振興部、東部地
方振興事務所畜産振興部に受講申請してください。

記
１　受講資格者：宮城県在住の家畜（牛）人工授精
師の資格を有する者で、次のいずれかに該当す
る者

（1）家畜改良増殖法（昭和25年５月27日法律第
209号）第35条及び宮城県家畜改良増殖法施行
条例（平成12年３月28日宮城県条例第69号）第
６条に基づく人工授精成績報告及び台帳検査を
受検している者

（2）年間100回以上の家畜人工授精実務を行って
いる者

（3）前号に上げる者以外で、家畜人工授精実務者
であり、家畜改良に熱意があり、免許取得後は
地域の畜産振興に貢献できる者

２　開催期日：平成30年10月29日（月）から11月21日
（水）まで（土・日曜日、祝祭日を除く。修業試
験２日間を含む）

３　開催場所：宮城県畜産試験場（大崎市岩出山南
沢字樋渡１）

４　受講手数料：59,000円（テキスト代3,240円は別途）
５　添付書類：受講申請書（様式第１号）、履歴書
（指定様式）、家畜人工授精師免許証の写し（申
請書・履歴書様式は、宮城県畜産課ホームペー
ジからダウンロードすることができます）

６　受講決定：定員（10名程度）超過等の場合は選
抜試験（９月13日（木））を行い、９月28日（金）
までに受講決定する

７　問い合わせ先：各家畜保健衛生所、北部地方振
興事務所栗原地域事務所畜産振興部、東部地方
振興事務所畜産振興部、畜産課生産振興班

（生産振興班　加藤里子）

〈衛生便り〉
野生動物による畜舎への

病原体侵入防止対策をしましょう
仙台家畜保健衛生所

近年、農畜産業分野では野生動物による被害が大
きな問題となっています。これまで野生イノシシの
生息域の北限は宮城県とされていましたが、年々北
上し、昨年は青森県での目撃報道がありました。
ところで、畜産における野生動物被害は主に以下
の２つが挙げられます。
○･･餌の食害（飼料作物、畜舎内に保管された飼
料の食害）

○･･病原体の伝搬
特に病原体の伝搬は、畜舎内に侵入した野生動物
の排泄物等を通じての病原体の持込み、あるいは農
場外への持出しにより、疾病の発生や拡大につなが
る可能性があります。持ち込まれる可能性の高い疾
病としては、サルモネラ症・レプトスピラ症・大腸
菌症・高病原性鳥インフルエンザ・寄生虫感染症が
あります。中には人畜共通感染症も存在し、人の健
康へ影響を及ぼす危険性があります。
では、具体的な対策はどうすれば良いのでしょう
か。以下は基本的な対策事項ですので、一度確認し
てみましょう。
□･･屋外や畜舎周囲に野生動物を誘引するような
家畜の餌やゴミ、不要な資材を置いてないか

□･･畜舎周辺の草刈りや木の伐採により見通しを
良くしているか

□･･畜舎の補修や清掃を定期的に行っているか
□･･野生動物の排泄物が、家畜の餌や飲み水に入
らないようにしているか

□･･必要に応じて防鳥ネットや電気柵、忌避剤の
散布などを行っているか

□･･家畜の死体の保管場所への野生動物侵入防止
対策をしているか

野生動物の多くは夜間や人のいない時間帯に出没
することから、センサーカメラを設置して調べるの
も具体的な対策に役立ちます。
夏本番となり、暑さ対策のための風通しなど、畜
舎が開放的になりますが、暑さも相まってサルモネ
ラ症等も発生しやすい時期です。一方、冬場には野
生動物は餌や休息場所を求めて畜舎に近づきます。
是非、畜舎の破損箇所や環境整備を通じて、野生動
物対策を行うことで飼養衛生管理基準の遵守に積極
的に取り組みましょう。

（柴田千尋）
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１．取り組みの背景
水田や畑における輪作体系での地力低下や連作障害対策として、子実用トウモロコシを導入し、濃厚飼料
原料を生産する取り組みを支援するため、その栽培技術の確立に向けて、平成30年度から２カ年の試験研究
に取り組みます。
宮城県では、大豆の作付面積が約10,000･haと北海道に次いで多く、県内には、大豆用の播種機や汎用コン
バインの所有が多いことから、これを活用することにより、コストをかけずに子実用トウモロコシを輪作体
系に組み入れることが可能となります。
【期待される成果】
　（1）宮城県内での水稲栽培との作業競合を避けた栽培手法の確立
　（2）品種ごとの安定した品質で収穫できる栽培時期の選定
　（3）水田での子実用トウモロコシ栽培における湿害対策

２．試験研究のねらいと方法
（1）宮城県における子実用トウモロコシの適応品種の選定（H30〜）
　○･･畜産試験場内ほ場に試験区を設け、初期生育、倒伏程度、乾物収量、乾物雌穂率などの調査を行い、

適応品種について検討します。
（2）機械収穫作業調査（H30〜）
　○･･播種から収穫時までの作業時間、栽植密度（車速）を変えた機械作業性及び収穫ロス率の検討、雑草

調査、収穫後の子実用トウモロコシの品質等について検討します。
（3）水田における湿害対策としての畦立て栽培と慣行栽培（対照区）の比較検討（H31）
　○･･土壌水分、発芽日、初期草丈、乾物収量、倒伏程度、赤カビ発生率、子実水分の低下度合、子実とし

ての品質等を調査検討します。

３．参考：これまでの関連成果
「水田での飼料用トウモロコシ栽培における「耕うん同時畝立て播種技術」」
　○･簡単な調整で取り組みが可能となる技術です。
　○･本技術導入により、初期生育における草丈や桿径の伸長が促進されます。
　○･過湿ほ場で本技術を活用することにより、慣行栽培と比較し増収効果が認められました。

（草地飼料部　大友愼次）

〈畜試便り〉
子実用トウモロコシの栽培技術の確立に取り組みます

宮城県畜産試験場

耕うん同時畝立て播種 子実用トウモロコシ試験ほ場
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本校は、農業の近代化と経済社会の発展に対応で
きる、高度な知識・技術を身につけ優れた農業経営
者と農村地域の指導者を育成することをねらいとして
昭和52年４月に設立された農業大学校です。
平成20年７月には専修学校の機能を付加し、平成
21年４月に校名を「宮城県農業大学校」に変更しま
した。下記により、平成31年度入学生の推薦入校試
験を行いますので、多数の出願をお待ちしております。

記
◇募 集 人 員（推薦入校試験・一般入校試験の合計）
畜産学部･15名、水田経営学部･15名、･
園芸学部･15名、アグリビジネス学部･10名
（注･）推薦入校試験の募集人員は上記の８割程度
とします

◇応 募 資 格･ 学校長推薦
◇募 集 期 間･ ･平成30年９月５日（水）･

〜平成30年９月19日（水）（当日消印有効）
◇試 験 日 時･ 平成30年10月３日（水）午前８時45分〜
◇合格発表日･ ･平成30年10月12日（金）午前10時
◇試 験 場 所･ 宮城県農業大学校本部名取教場
◇試 験 科 目･ ①･筆記試験　小論文（60分　800字）･

数学Ⅰ（60分）
･ ②･面接試験　個人面接（15分程度）

原稿
◇専修学校のメリット
①･卒業生に「専門士（農業専門課程）」の称号が
付与されます。

②･卒業生は、４年制大学への３年次編入学試験の
受験が可能となります。

◇奨学金制度
①･本大学校を卒業後、就農を予定されている方
は、公益社団法人みやぎ農業振興公社から奨学
金（1.5万円／月）の支給を受けることができ
ます。（※宮城県内に４年以上就農しない場合
は返還対象必要となります。）また、本大学校
の養成課程は、国の事業である農業次世代人材
投資事業（準備型）の対象になります。

②（独）日本学生支援機構の奨学金が利用できます。

※詳しくは、宮城県農業大学校教務部学生班・教務班
（電話022−383−8138）までお問い合わせください。

平成31年度 
宮城県農業大学校入学生を募集（推薦入校試験）

私の家では、和牛繁殖を
経営しており、雌牛40頭、
子牛23頭を飼育しています。
私が畜産に興味を持った
のは幼い頃で、牛舎で父の
仕事を手伝ってきたことや、
畜産に従事する人たちと接

するうちに農業に親近感を持つようになりました。
その後、中学生に上がってからは、力仕事ができ
るようになり牛の出産の手伝いや市場に行き、牛を
引っ張る手伝いをするようになりました。
高校は農業高校に入学しましたが、機械科に入り、

あまり農業について学びませんでした。家の仕事を手
伝っていく中で段々と畜産の仕事をやりたいと思うよ
うになり、いつしか家を継ぎたいと思うようになりまし
た。しかし、私は畜産についての知識がなく、今のま
までは牛を育てることが出来ないと思い、専門的知識
と技術を学べる農業大学校への入学を決意しました。
農業大学校に入学し、１年生の時は幅広く農業に
ついての知識を学び、班に分かれて野菜を作る実習
を行いました。９月には先進農業体験学習があり、
和牛繁殖農家さんの下で１ヶ月の間、泊まり込みで
実習を行いました。牛を扱う大変さを改めて感じる
ことが出来、とても充実した１ヶ月間でした。
現在、２年生になり、私は肉牛を専攻しています。
朝の実習では宮城県を代表する種牛を身近で観察し
知識や技術を日々学んでいます。また、卒業研究で
あるプロジェクト研究が始まり、私は、我が家の草
地における収量を増加させるプロジェクトに取り組
んでいます。さらに、７月には家畜人工授精師免許
取得の講習会が始まります。
私は大学校を卒業後就農し、地域の畜産に貢献で
きる農家になりたいと思っています。そのためにも
家畜人工授精師の免許を取得し、地域の家畜改良に
貢献していきたいと考えています。
今後も、努力を惜しまず日々の勉学に励みたいと
思います。

〈農業大学校生の抱負〉

将来に向かって
宮城県農業大学校畜産学部

２学年　奥山　智晴
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地方競馬全国協会からのご案内
「地方競馬の馬主になりたい！」という方は地方競馬全国協会までご連絡下さい。
地方競馬の馬主登録制度についてご案内いたします。
なお、地方競馬の馬主情報については、地方競馬サイト（http://www.keiba.go.jp/）でもご覧になれます。

（担当：審査部登録課　電話０３－３５８３－２１４２）

みやぎ農業振興公社
畜産・農村整備部　畜産振興班

高橋　伸枝

初めまして。平成30年４月１
日付で公益社団法人みやぎ農業
振興公社に採用になりました高
橋伸枝と申します。所属は畜
産・農村整備部畜産振興班にな
ります。
私はこちらにご紹介されている

多くの皆さんのように、農家の出身でもなければ大学で専門
知識を得てきたわけでもありません。泉館山高校を卒業後、
進学先の宮城学院女子大学では日本文学を専攻し、その後
は仙台市の外郭団体などで事務の仕事をしておりました。
平成26年に臨時職員として事務補助の仕事をさせて

いただくことになり、初めて農業・畜産の世界に携わ
る事になりました。最初は言葉一つとっても知らない
単語ばかりで、事務補助とはいえ、かなりの戸惑いが
ありました。畜産振興班の皆さんには基本的な事から
丁寧に指導していただき、本当に感謝しております。
この春からは新規採用ということで、今までとは違
う立場で職務にあたることになりました。
畜産振興班では、畜産施設及び草地整備事業、稲発
酵粗飼料の収穫調整と広域的供給などの事業と、牧場
事業を行っております。
私は初めて牧場事業の関連業務を行うことになり、
改めて公社の、そして畜産振興班の業務が多岐にわたっ
ていることを実感しております。牧場の現場を直接見
せていただく機会も増えてきました。気持ちも新たに
一から勉強をする毎日です。
まだまだ戦力になるにはほど遠い状態ですが、一日
でも早く胸を張って農業振興公社の一員です、と言え
るように頑張っていきたいと思います。

全農みやぎ
畜産部生産指導課

庄司　大樹

皆様はじめまして。４月より
全農みやぎ畜産部生産指導課に
勤める事となりました、庄司大
樹と申します。仙台市太白区出
身で東北学院高校を卒業後、秋
田県立大学生物資源科学部で学
びました。趣味は食べ歩き、バ

スケットボール、野球観戦です。
大学では粗飼料の利用率が高い日本短角牛の肥育、
繁殖を通じた、地域における資源循環型農業の構築に

取り組みました。
高校入学の折に発生した東日本大震災をきっかけに
地元である宮城県のためになる事を目標に日々を送っ
ていました。見慣れた私達の土地、生活が一変したあ
の出来事は脳裏に焼きついています。大学で学習した
農学の知識に加え、宮城県の農業振興における一助と
なれるよう、情熱を持って仕事に取り組んでいこうと
思います。
昨年開催された第11回全国和牛能力共進会は大学の
ゼミ友達と見学に来ました。大会の盛り上がりは元よ
り、宮城県の畜産に従事している方々の強い情熱を感
じ、素人ながら圧倒されたのを覚えています。そんな
素晴らしい方達と仕事できる事を誇りに感じつつ、一
つ一つの業務をこなしていきます。まだまだ至らない
点は多いですが、皆様ご指導とご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

みやぎ農業振興公社
畜産・農村整備部　岩出山牧場

天野　秀人

はじめまして。平成30年４月
から公益社団法人みやぎ農業振
興公社　畜産・農村整備部岩出
山牧場に配属となりました、天
野秀人と申します。出身は宮城
県丸森町で、実家は酪農家です。
幼い頃から両親が行っている酪

農牛舎に遊びに行ったり、手伝っている内に畜産に興
味を持ちました。その時の経験を生かし、宮城県農業
大学校畜産学部に入学しました。

大学では、畜産試験場の乳牛の飼養管理、牛に関す
る生理解剖、卒業論文では子牛の強化哺育と通常哺育
の比較を行いました。
現在、私が所属している岩出山牧場では、繁殖牛及
び、預託牛の家畜管理・草地管理業務を行っています。
私は牛に接することが、幼い頃から大好きなので、家
畜の管理などは慣れましたが、機械を使ったトラクター
やホイルローダー作業が練習不足で失敗することが多
いので、職場での先輩方のご指導やアドバイスを受け
毎日の業務に経験を重ねながら、努力していきたいと
思います。
私は実践での経験が少なく、まだ慣れないことも多
いので、わからないことは聞くなどして知識と技術を
増やして職場のみなさんに仕事を任せて頂けるように
これからの業務を努めて行きたいと思います。今後と
も皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

〈New face〉
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遠田郡美里町にある小牛田農林高等学校は、今年で創立130周年を迎える古き良き歴
史と伝統のある学校です。新緑の５月は、涌谷町にある学校林を開放して、地域の小学
生から大人まで参加して、たけのこ掘りや沢遊びなどの自然体験を行います。また、10
月に開催される稲章祭では、育てた野菜やおいしい牛肉などの農産物販売が好評で、大
勢の方に喜んで頂き、活気に溢れています。
本校の農業技術科は、農業科学コースと農業土木コースに分かれて学習します。農業

科学コースでは、作物・畜産・野菜・草花と４つの部門に分かれて、農業についてより専門的に学習します。農業
土木コースでは、農地保全や将来のエンジニアになるために測量や土木施工などを学習します。
本校の畜産部門では、和牛（繁殖７頭、肥育１頭）と豚（繁殖４頭）を飼育していて、それぞれの飼養管理や、肉
販売を通して畜産物の流通について学んでいます。昨年度は、全国和牛能力共進会復興特別出品区「高校生の部」
へ出品し、上位入賞を目標に学習しました。私は、本校の代表として出場しましたが、惜しくも結果が出ず、全共へ
出品することはできませんでした。全共に挑戦するために沢山の方々にお世話になり、そして勉強させて頂き、とても
感謝しています。そして、これまでに取り組んできた道のりを大事にし、これからの学習につなげようと思っています。
また、本校には「生物部調教班」という部活動があり、そこでは「和牛調教」について取り組んでいます。現在

３年生１名、２年生６名、１年生５名で活動しています。毎日の活動は、ブラッシングから始まり調教練習までを
行っています。夏休み中の活動では、毎回牛体のシャンプーを行い、部員が牛とコミュニケーションを深めると共に、
清潔な状態でたくさんの人に触れ合ってもらえるようにしています。生物部調教班には、家で牛を飼っている人は
少ないにも関わらず、牛の世話や調教に熱心に取り組んでいる生徒がとても多いです。私自身、両親ともに非農家
ですが、将来は畜産系の仕事に就こうと考えています。普段の調教練習では、牛が上手く歩行出来るように散歩を
行いますが、そこでは「学校敷地内や学校周辺の一般道を数頭の牛が並んで歩く」というとても珍しい光景が見ら
れます。この光景を見ることができるのは全国でも小牛田農林高校だけという自信があります。
私は、和牛調教を通して牛を身近に感じてもらおうと「和牛調教ショー」として様々なイベントに参加しています。

昨年度は、美里町で行われた「おんべこ産業まつり」や南三陸町で行われた「南三陸産業フェア」などがあります。
南三陸町まで、牛をトラックで輸送する事はとても不安でしたが、本番ではたくさんの人に牛を見てもらい、触れ合っ
てもらい、大成功でした。そして、今年の夏は仙台市の勾当台公園で行われるイベントへの参加を計画中です。さ
らに「和牛甲子園」への出場を目標に活動しています。
そのために、春休みの実習で県内の肥育農家さんへ研修に行き、肥育を行う上での心構えを学びました。これ

まで「感謝牛プロジェクト」として本来ならば廃用になる高齢の経産牛を肥育して、その精肉の販売を過去に２度
行ってきました。一昨年は「経産牛は筋が多い」というデメリットを活かし挽肉に加工して、「牛肉100％ハンバー
ガー」を販売しました。昨年は、本校で誕生した雌子牛を
育成から肥育まで行い枝肉になるまで取り組みました。結果
はＡ−４、BMS･No.5とまだまだ肥育技術の向上が求められ
ると感じました。
これまで、地域の皆様のご理解とご協力があり、様々な
活動に取り組めたことにとても感謝しています。小牛田農林
高校の畜産部門では、「繁殖と肥育の両方を専門的に学ぶこ
とができる」そんな日が来ることを願って、これからも私た
ちは学習に励んでいきたいです。

〈県内学校農業クラブの取り組み〉

宮城県小牛田農林高等学校の取り組みについて
宮城県小牛田農林高等学校

農業技術科農業科学コース３年　吉田　歩夢

〈人の動き〉

平成30年７月１日付
新 旧 氏　名

事務局長 参事兼家畜改良課長 大久　昇悦
家畜改良課長 家畜改良課長補佐 芳賀　　巧

一般社団法人　宮城県畜産協会
（平成30年６月28日付）
 退任･ 常務理事･ 浅野　安夫
 就任･ 常務理事（前事務局長）･ 山田　文彦
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